
患者様へ 

 

当院は以下の事項について関東甲信越厚生局に施設基準に適合している旨を届け出ております。 

 

電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 

   オンライン資格確認などを利用し、必要な診療情報を取得、活用することにより、質の高い医療提供に 

努めております。 電子処方箋の発行可。 

歯科初診料の注 1に規定する基準 

   院内感染防止のための対策を講じております。（研修、滅菌消毒）  

歯科外来診療医療安全対策加算 

   AED の設置など医療安全に配慮し、緊急時には医療機関と連携をとり適切に対処を行える 

   体制を整えております。 

歯科外来診療感染対策加算 

   院内感染防止対策に関する指針を備えております 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料 

   医療現場で働く歯科衛生士、歯科助手の方の賃上げを行うことで人材確保に努め、安定した医療を 

   提供、継続できるための取り組みを実施致しております。 

歯科技工所ベースアップ評価料 

   当院では各種補綴物の製作等を連携する歯科技工所に委託しており、当該歯科技工所の業務を後方より 

   支援致します。 

クラウン・ブリッジ維持管理料維持管理料  

   対象補綴物の2年間の維持管理を行っております。 

CAD/CAM 冠・CAD/CAM インレー 

   コンピューター支援設計、製造ユニット（CAD/CAM）を用いた補綴治療を行っております。 

口腔粘膜処置 

   レーザー照射による治療を行っております。 

歯科訪問診療の注16に規定する基準 

   在宅療養されている患者様に訪問歯科診療を行っております。 

3次元プリント有床義歯 

   ご希望に応じて、歯科技工所と連携のもと専用装置（液槽光重合方式 3次元プリント有床義歯製作装置） 

   を活用して入れ歯を製作致します。 

 

 

 


